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福祉・介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも数度の取組が行われており、

令和6年度の介護報酬改定においては、今まで「福祉・護職員等処遇改善加算」「福祉・

介護職員等特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」のそれぞれが一本化されまし

た。この加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。 

福祉・介護職員等処遇改善加算算定要件 

A  キャリアパス要件のⅠ～Ⅴを満たしていること 

B  職場環境等要件について、「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアア

ップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管

理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の６区

分より３つの区分を選択し、それぞれ 1 つ以上取り組んでいること 

C 職場環境等要件のうち、実施する取組の見える化を行っていること 

以上の要件に基づき、当法人における特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改

善に関する具体的な取組内容を下記の通り公表致します。 

 職場環境要件項目 当法人としての取組み 

入職促進に向けた取

組 

介護サービス情報公表制度の活用による経

営・人材育成理念の見える化 

イントラネット上での経営計画や予定を 

掲載することにより、共有を図っている。 

資質の向上やキャリ

アアップに向けた支

援 

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対

する実務者研修受講支援や、より専門性の

高い介護技術を習得しようとする者に対す

る喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責

任者研修、中堅職員に対するマネジメント

研修の受講支援（研修受講時の他の介護職

員の負担を軽減するための代替職員確保を

含む） 

公的資格取得支援を取り入れ、研修費・受

験料・交通宿泊費などの補助を行う。ま

た、資格取得による休暇の扱い、シフト調

整なども考慮することで資格取得の推進を

図っている。 

両立支援・多様な働

き方の推進 

子育てや介護との両立を目指す者のための

育児休業や介護休業制度等の充実 

育児や介護休業だけではなく育児・介護短

時間勤務に関する規則を作成し、子育てや

介護との両立を目指す者のため取得しやす

くした。 

非正規職員から正規職員への転換 公的資格を取得することにより正規職員へ

の登用を行っている。 

腰痛を含む心身の健

康管理 

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作

成による責任の所在の明確化 

事故・ヒヤリハット委員会や虐待・拘束防

止委員会の月1 回の開催や事故防止マニュ

アルを作成している。 

やりがい・働きがい

の醸成 

ミーティング等による職場内コミュニケー

ションの円滑化による個々の職員の気づき

を踏まえた勤務環境やケア内容の改善 

毎日、朝と夕方に全体ミーティングを行

い、情報の共有を徹底している。 

 


